
支給判定フロー

YES

NO

NO

NO

NO

千葉市から令和４年度の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）を
受給した。

YES

１８歳までの児童を養育している。※１

NO

令和５年度住民税（均等割）が非課税である。

申請不要で受給できます。
対象者の方には順次ご案内を
送付しています。 ※3

給付金を受給するには、申請
が必要です。
「提出書類」をご確認ください。

C 申請は不要ですA 申請してください
（家計急変）

YES

非課税相当(家計急変）
令和５年１月１日以降、
収入（所得）が住民税非課税相当※2

となった。

支給対象外※4

令和5年度の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受給していない。

YES

支給対象外

スタート

※１ 平成17年4月2日～令和６年2月2９日までの間に出生した児童

特別児童扶養手当の対象児童の場合は、20歳未満（平成15年4月2日以降に出生した）児童を含みます。

※2 住民税非課税相当の限度額については、QAをご確認ください。

※3 ご案内が届いていない場合は裏面の事務局へお問い合わせください。

※4 ひとり親世帯の方は、上記フローで支給対象外でも、「ひとり親世帯分」の支給対象条件に該当する場合があります。

詳しくは、「ひとり親世帯分」のホームページをご確認ください。

給付金を受給するには、申請が必要
です。
「提出書類」をご確認ください。

千葉市で児童手当の認定を受けて
おり、千葉市で住民税を申告されて
いる方は、申請不要で受給できる場
合があります。（新生児を含む。 ）

B 申請してください
（非課税）

YES


